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児
童
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
　
〜
発
生
予
防
と
早
期
対
応
の
た
め
に
〜

■
増
加
し
続
け
る
児
童
虐
待
相
談

児
童
虐
待
の
指
標
と
な
る
全
国
の
児
童
相
談
所
に
お
け

る
児
童
虐
待
対
応
件
数
は
、
平
成
18
年
度
に
は
約
3
万
7

千
件
と
な
り
、
前
年
よ
り
4
千
件
増
加
し
、
こ
れ
ま
で
の

最
高
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
17
年
4
月
か
ら
児
童
福
祉
法

の
改
正
に
よ
り
、
市
町
村
が
児
童
相
談
の
第
一
義
的
な
窓

口
と
な
り
、
児
童
虐
待
の
通
告
先
に
も
な
り
ま
し
た
が
、

児
童
相
談
所
が
対
応
す
る
虐
待
相
談
は
増
加
し
続
け
て
い

ま
す
。

市
町
村
が
平
成
18
年
度
に
対
応
し
た
児
童
虐
待
件
数
は
、

約
4
万
8
千
件
で
前
年
よ
り
8
千
件
増
加
し
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
の
疑
い
が
あ
る
事
例
へ
の
対
応
や
、
地
域
に
お

け
る
関
係
機
関
の
連
携
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
相
談
件
数
は
今
後
ま
す
ま
す
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

■
死
亡
事
例
の
検
証
結
果
か
ら

児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
に
至
る
事
例
が
後
を
絶
た
な
い

状
況
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
平
成
19
年
6
月
に
出
た
全
国

的
な
死
亡
事
例
の
検
証
結
果
か
ら
み
る
と
、
死
亡
し
た
子

ど
も
の
年
齢
は
0
歳
児
が
約
4
割
占
め
、
0
歳
児
の
虐
待

死
予
防
は
重
要
な
課
題
で
す
。
ま
た
、
養
育
者
の
状
況
で

は
、
母
の
育
児
不
安
や
う
つ
状
態
が
約
4
割
の
事
例
に
見

ら
れ
、
育
児
能
力
の
低
さ
も
リ
ス
ク
の
要
因
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
早
期
の
把
握
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後

の
支
援
の
あ
り
方
も
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

■
法
の
改
正
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

平
成
17
年
度
以
降
、
児
童
虐
待
防
止
法
や
児
童
福
祉
法

の
改
正
に
よ
り
、
市
町
村
の
役
割
が
明
確
に
な
り
、
相
談

窓
口
の
設
置
に
あ
わ
せ
、
個
別
事
例
の
援
助
を
関
係
者
と

連
携
し
て
支
援
す
る
た
め
の
協
議
機
関
「
要
保
護
児
童
対

策
地
域
協
議
会
」
の
設
置
が
望
ま
れ
、
住
民
に
身
近
な
機

関
で
の
対
応
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
児
童
虐

待
へ
の
対
応
は
、
従

来
の
早
期
発
見
・
早

期
対
応
中
心
の
取
り

組
み
か
ら
、
発
生
予

防
に
も
重
点
が
置
か

れ
る
よ
う
に
な
り
地

域
レ
ベ
ル
で
き
め
細

や
か
な
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
件
数
は
増
加
の
一
途
を
た

ど
っ
て
お
り
、
児
童
虐
待
問
題
は
社
会
全
体
で
早
急
に

解
決
す
べ
き
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

とちぎ笑顔つぎつぎカードの配布について
とちぎ未来クラブで実施する「とちぎ笑顔つぎつぎカ

ード事業」が平成20年1月からスタートしました。
この事業は、オリジナルプレートが掲示されている協

賛店舗等で、「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を提示する
ことで割引・特典等の優待サービスが受けられる制度で
す。
「とちぎ笑顔つぎつぎカード」は、18歳未満（平成

19年4月1日現在）のお子さんのいる家庭及び妊婦さん
のいる家庭で利用できます。
保育所、幼稚園、学校等に通園・通学している家庭の場合は保育所、幼稚園、学校等を通してカー

ドが配布されますが、妊婦さんのいる家庭や在宅で子育てをされている家庭の場合は役場で配布しま
すので、健康福祉課子育支援係までおいでください。
▼問い合せ先＝健康福祉課　子育支援係　1%6９１３０　6%6７４９３



■
本
町
の
取
り
組
み

本
町
に
お
い
て
も
、
児
童
相
談
窓
口
を
健
康
福
祉
課
内

に
、
ま
た
、
平
成
18
年
度
に
は
「
上
三
川
町
要
保
護
児
童

対
策
地
域
協
議
会
」
を
設
置
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
児
童

虐
待
の
発
生
予
防
に
重
点
を
置
き
専
門
員
に
よ
る
育
児
支

援
家
庭
訪
問
事
業
の
導
入
や
、
妊
娠
中
か
ら
の
母
子
保
健

事
業
の
充
実
と
、
子
育
て
サ
ロ
ン
及
び
サ
ー
ク
ル
の
支
援

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支
援
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

●
町
の
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
構
成

・
中
央
児
童
相
談
所

・
県
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
下
野
警
察
署

・
医
師

・
民
生
児
童
委
員

・
主
任
児
童
委
員

・
人
権
擁
護
委
員

・
町
内
小
中
学
校

・
町
内
保
育
所

・
町
内
幼
稚
園

・
町
教
育
委
員
会

・
町
健
康
福
祉
課

●
主
な
子
育
て
支
援
事
業

・
乳
幼
児
健
診

・
新
生
児
訪
問

・
母
と
子
の
栄
養
相
談

・
プ
レ
マ
マ
・
パ
パ
教
室

・
す
く
す
く
離
乳
食
教
室

・
ベ
ビ
ー
サ
ー
ク
ル

・
育
児
相
談

・
保
健
師
等
に
よ
る
訪
問
及
び
相
談
等

■
子
育
て
支
援
の
輪

児
童
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、
早
期
発
見
・
対

応
・
保
護
・
支
援
に
至
る
ま
で
、
切
れ
目
の
な
い
総
合
的

な
支
援
が
必
要
で
す
。

地
域
に
住
ん
で
い
る
人
や
、
身
近
な
相
談
機
関
が
関
わ

る
こ
と
で
、
虐
待
は
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
周

囲
の
人
は
、
子
育
て
に
悩
む
保
護
者
や
家
族
の
相
談
相
手

に
な
り
、
孤
立
を
防
ぐ
よ
う
、
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、

支
援
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
異
常
に
気

づ
い
た
り
、
危
険
な
状
態
で
あ
る
と
思
う
と
き
は
、
関
係

機
関
に
相
談
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
子
育
て
支
援
の
輪

を
広
げ
、
児
童
虐
待
を
未
然
に
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

◎
児
童
虐
待
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
い
た
し
ま
す

●
身
近
な
相
談
窓
口
・
連
絡
先

・
上
三
川
町
健
康
福
祉
課

1
%6
９
１
３
０

相
談
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30
分

所
在
地
＝
上
三
川
町
し
ら
さ
ぎ
一
ー
一

・
県
南
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

1
@2
０
４
８
８

相
談
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
30
分

所
在
地
＝
小
山
市
犬
塚
三
ー
一
ー
一

・
中
央
児
童
相
談
所

1
０
２
８
（
６
６
５
）
７
８
３
０

相
談
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

所
在
地
＝
宇
都
宮
市
野
沢
町
四
ー
一

・
児
童
虐
待
緊
急
ダ
イ
ヤ
ル

1
０
２
８
（
６
６
５
）
３
６
７
７

相
談
時
間
＝
平
日
の
夜
間
・
休
日
の
昼
間
及
び
夜
間

▼
問
い
合
せ
先
＝
健
康
福
祉
課
　
子
育
支
援
係

1
%6
９
１
３
０
　
6
%6
７
４
９
３
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町は、町立保育所利用者からの苦情に対し、
適切な対応を行い保育サービスの改善を図るこ
とを目的に第三者委員を設置し、3名の主任児童
委員に委嘱しています。
この第三者委員は、苦情解決における公平性、

社会性及び客観性を確保するとともに、苦情の
申出人に対する適切な支援を行います。
町立保育所では、最善を尽くして保育サービ

スを提供し利用者の信頼を確保できるよう努め
ておりますが、万一苦情がある場合は、健康福
祉課、各町立保育所又は第三者委員までご連絡
ください。

●窓口及び連絡先
上三川町役場

・健康福祉課　子育支援係 ℡%6９１３０
町立保育所

・上三川保育所 ℡%6２０４３
・大山保育所 ℡%6０１９３
・ふざかし保育所 ℡%6７４３１
第三者委員

・岡本　貞子 ℡%3１０９５
・北條　幸子 ℡%6４０００
・篠崎　明美 ℡%6３２６５

▼問い合せ先＝健康福祉課　子育支援係　1%6９１３０　6%6７４９３

町立保育所における苦情申出について


